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はじめに

　本書は、例規審査担当となった職員が、実務を一通り行うために必要
な基礎知識やノウハウを記載した書籍です。
　例規審査担当の主な職務は、原課が立案しようとする例規の原案を、
法制執務上のルールに則っているかどうか形式的に審査することです。
そして、法制執務の分野においては定番の書籍があるのですが、例えば
「準用」など例規文で度々使う技術について、もう少し詳しく説明した
書籍があればいいと感じることがありました。また、法令の委任を受け
て立案する際の技術など自治体の例規の特性を踏まえた解説をする書籍
があってもいいのではないかとも思っていました。
　さらに、2000年の第 1次地方分権改革を受けて、政策実現に条例を活
用しようとする機運が高まってくると、例規審査担当にとって、原課が
定めようとする内容が法令に反していないかどうかを確認する作業や、
定めたい内容を正確に条文化する技術の習得が一層重要になってきてお
り、例規審査担当が習得すべきではあるものの、従来の書籍ではあまり
カバーしていない知識や手法が増えてきているように感じます。
　そこで、本書は、法制執務に関する説明に加え、自治体の例規審査に
おいて必要な知識や手法などを手厚く記載し、例規審査担当になって経
験が浅い職員が実務を遂行する上で役に立つ内容をできるだけ盛り込む
よう努めました。
　例規審査担当は、自ら政策立案をする立場ではありませんが、その遂
行に必須である政策の文字化という作業において重要な業務を行う立場
にあります。自治体では、その作業を不得手とする職員が多く、例規審
査担当は、周囲から頼られる存在です。
　例規審査担当になった皆さんが、そうしたやりがいのある仕事を遂行
するため、本書がその一助になることができればと思います。

　令和 5年 6月
伊藤 和之
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例規審査の手順・方法

原課の作業に早めに関与していくことが大切

（1）一般的な例規の審査

　例規審査は、通常は次の手順及び方法で行います。

①審査の手順
　原課から原案が持ち込まれると、条例案の場合には、表・序－ 3のよ
うな手順を経て議会へ提出されるのが一般的です。

項目 内容等

（ 1） 例規審査担当課
における審査

・例規審査担当による審査
・係レベル・課レベルにおける審査

（ 2）例規審査会
・庁内横断的に大所高所から確認を行う最終審査機関
・ 特定の職にある職員が構成員（例規審査の経験がある
職員を加える自治体もある。）

（ 3）決裁 決裁後、条例案を議会へ提出

表・序－ 3　条例案の審査等の手順

②審査の方法
　例規審査は、例規審査担当による審査が主になります。審査事項は、
表・序－ 1（19頁）に掲げた内容を具体的に示すと、概ね次のとおりに
なります。
・　立法事実（課題）とそれを解決するための手法の適否
・　法的妥当性（適法性）の確認
・　例規の種類の選択の適否

2
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・　例規の構成・配列の適否
・　条文の表現の適否
　上記の項目を、実際には行きつ戻りつしながら、審査していくことに
なります。
　なお、税条例や給与条例のように、法令の内容に準じて定めるような
ものについては、条文の表現が法令と同様に書かれているかどうかが中
心となり、それ以外の事項について例規審査担当がこだわっても、あま
り意味はありません。

（2）政策条例の審査

　近年は、いわゆる政策条例が制定されるようになってきました。政策
条例の審査において留意すべき事項は、次のとおりです。

①政策条例の審査
　政策条例を制定しようとする場合には、原課においては、原案を作成
する前に、①条例案骨子の作成、②条例案要綱の作成という形で徐々に
内容を固めていきます。
　その過程で、審議会等で学識経験者の意見を聴くこととするのが一般
的です。審議会等の委員は、解決しようとする行政課題に関する分野に
ついて専門的知識を有する者と、条例の立案を念頭に置いた場合には弁
護士などの法律の専門家が選任されます。そのため、通常は、その審議
会の答申等に、立法事実とそれを解決するための手法の適否や法的妥当
性に大きな問題があることはあまり考えられません。
　むしろ問題になるのは、「条例案で定める施策を執行する組織は、長
と一定の距離を置き、外部の者を入れた組織とすべき」というような、
組織に関する意見が出されたときです。外部の者を入れた組織とするの
であれば附属機関にするくらいしか方法はなく、このような組織を設置
することは自治法上不可能なのですが、法律の専門家であっても、行政
法の専門家でなければ自治体の組織に関する法制度を熟知していない人
がほとんどです。そのため、例規審査担当は、審議会等における議論の
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附属機関 
（実体的規定・組織に関する規定②）

附属機関を要綱で定めないように注意

（1）附属機関とは

　附属機関とは、執行機関の担任する事項について調停、審査、審議又
は調査等を行う機関です（自治法202条の 3第 1項）。条文上は、附属機
関が行う職務は限定されているように見えますが、審議のための機関が
附属機関とされる以上、執行機関以外の合議制の機関であれば附属機関
に当たると考えることになります。法律で附属機関の表記として「審議
会その他の合議制の機関」（成年後見制度の利用の促進に関する法律14
条 2 項等）とされていることも、それを表しています。

（2）附属機関条例主義に反しないための判断のポイント

　自治体が独自で附属機関を設ける場合には、条例によらなければなり
ません（自治法138条の 4第 3項）。しかし、条例によることを回避する
ため、要綱を根拠として有識者等を参集する懇談会等（「私的諮問機関」
と呼ばれることがありますが、国では「懇談会等行政運営上の会合」と
して一定の取扱いをしています）を置く例があります。しかし、裁判で
その適法性が問題とされているケースでは、下級審レベルですが、ほと
んどの事例で違法と判断されていますので、適切な判断が求められます。
　条例で設置することを求められる附属機関に当たるかどうかは、大阪
高裁平成27年 6 月25日判決（第 1 審：大阪地裁昭和26年 9 月 3 日判決）
において、自治法138条の 4 第 3 項の趣旨について「執行機関による組
織の濫用的な設置を防止するとともに、その設置に議会による民主的統
制を及ぼすことにあるものと解される」とされており、組織としての実
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体があるかどうかで判断されることになります。このことは、有識者等
を専門委員として任用する場合には議会の関与を求められていないこと
（自治法174条）からも分かります。したがって、参集者に支払う報酬が
報償費であればいいとか、極端な例では要綱で定めるものは附属機関で
はないのだといった理解をしている人にも出会いますが、それは誤りで
す。
　では、組織に当たらないようにするには、何に気を付ければいいので
しょうか。国においては、平成11年 4 月27日に閣議決定された「審議会
等の整理合理化に関する基本的計画」の別紙 4に「懇談会等行政運営上
の会合の開催に関する指針」を定めています。この指針では、審議会等
とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付
けられるものであることに留意するとして、表 3－ 9のように扱うこと
としており、自治体における取扱いにおいても参考になります。

表 3－ 9　懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針の内容

項目 内容

開催根拠に
おける表記

いかなる文書においても、当該懇談会等を「設置する」等の恒常
的な組織であるとの誤解を招く表現を用いない。

名称 審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いない。

運営方法 ・定員及び議決方法に関する議事手続を定めない。
・ 聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論
と受け取られるような呼称を付さない。

　したがって、懇談会等を開催するための要綱を定めようとする場合に、
附属機関設置条例を見本にして規定している例が見られますが、くれぐ
れもそのようなことがないようにしなければいけません。

（3）附属機関を定める条例の形式等

　附属機関を設置する条例は、個々の附属機関ごとに設けても、自治体
に置かれる全ての附属機関を通じて一本の条例で設けても差し支えない
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条・項・号等の 
語句等の改正

「ただし書」と「本文・前段・後段」は特定の仕方が異なることに注意

（1）条・項・号等の一部改正

　条・項・号等の一部の語句を改め、加え、削るといった改正を行う場
合には、条・項・号等を特定し、その中の語句を「　」で特定して、「改
める」、「加える」、「削る」という形で改正を行っていきます。
　なお、条中の各部分の名称は、次のとおりです。

　　　　   各号列記以外の部分（柱書き）
第○条　…………………………………………。
  （1）…………
  （2）…………

　　　       　 本文                 ただし書
第○条　…………………。   ただし、………。

　　　       　 前段                           後段
第○条　…………………。   この場合において、………。

①条・項・号等の特定
　条・項・号等の一部の語句を改める場合には、その語句がある条・項・
号（号の細分がある場合は号の細分）について、「第○条中……」、「第
○条第○項中……」、「第○条第○号中……」、「第○条第○項第○号中
……」、「第○条第○号ア中……」というように特定します。
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　号がある条について、その柱書きにある語句を改正する場合には、号
にある語句と区別できる場合には、単に「第○条中……」と特定します
が、柱書きまで特定しないと号の語句と区別できない場合には「第○条
各号列記以外の部分中……」と特定します。
　ただし書がある条については、ただし書にある語句を改正する場合に
は「第○条ただし書中……」と特定し、本文にある語句を改正する場合
には単に「第○条中……」と特定し、本文まで特定しないとただし書の
語句と区別できない場合に限って「第○条本文中……」と特定します。
　前段・後段となっている条については、単に「第○条中……」と特定
し、前段・後段まで特定しないと区別できない場合に限って「第○条前
段中……」、「第○条後段中……」と特定します。
　上記の取扱いは、原則として条の各部分までは特定しないものの、た
だし書のみ特定するということになります。これは、ただし書は、「た
だし」で始まる部分であり、条文からその部分が「ただし書」と呼ばれ
ることが容易に推測できるからだと思われます。

②改正する語句が複数ある場合
　一つの条・項・号等で改正する語句が複数ある場合には、次のように
改め文の一部が省略されます。

　第○条中「……」を「……」に、「……」を「……」に改め、「……」の
次に「……」を、「……」の次に「……」を加え、「……」及び「……」を
削り、「……」を「……」に改める。

　なお、例えば 2つの項からなる条で、 2つの項にともにある語句を改
める場合には、「第○条第 1項及び第 2 項中……」とするのでなく、単
に「第○条中……」とします。

（2）条・項・号等の全部改正

　条・項・号等の全部を改正する場合には、次のように、条・項・号等
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